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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 
物品番号 － 仕 様 書 番 号 

車両の防せい塗装 

ＷＶ－Ｋ２２０００３ 

防衛大臣承認     年  月  日 

作    成 令和 ３年１２月 17日 

変    更   年  月  日 

作成部隊等名 奄美警備隊 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，西部方面隊において実施する装輪車両の防せい塗装（以下，“塗装”という。）の

外注作業について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ

－ＣＧ－Ｚ５００００２による。 

1.2.1 

塗付け量 

 一定面積に塗付ける塗料の量をいう。通常，ｇ／ｍ２又はｍＬ／ｍ２で示す。 

1.2.2 

各種車両 

 各種車両とは，１・１／２ｔトラックをいう。 

1.3 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

  ＮＤＳ Ｚ ８２０１      標準色 

b) 仕様書 

  ＤＳＰ Ｋ ５２１８      鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや） 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２ 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書 

c) 整備実施規定 

  ＭＯ－２１１１４２７－１０  １ １／２ｔトラック（同各種系列車含む平成２４年度以降納

入車）（部隊整備用）（３類別３段階） 

   

2 塗装に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

2.1.1 塗装方法 

 塗装方法は，塗装の種類，塗料の性状，塗装面の形状などによってはけ塗り，吹き付け塗り，静電

塗装，流し塗り，浸せき塗りなど最も適切な方法による。 

 なお，防せいワックスの塗装要領は製品の仕様による。 
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2.1.2 塗装工程 

 塗装工程は，表1によるほか，細部は，調達要領指定書によって指定する。 

 なお，塗装は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.10により，塗装区分は，調達要領指定書によ

って指定する場合を除き，“Ｂ塗装”とする。 

表1－塗装工程 

順序 工程 摘要 

１ 生地ごしらえ 汚れ・付着物の除去を実施する。 

２ 塗装部以外の養生 ゴム類など 

３ 上塗り － 

 

2.1.3 塗付け量 

塗料の塗付け量は，塗料の規格などに規定された値とし，塗装に当たり適正な塗膜の厚さが得られ

るよう塗付ける。 

2.1.4 塗膜の乾燥 

 塗膜の乾燥は，塗料を塗付けしたのち，塗料の規格などに規定された乾燥条件によって，毎回十分

な乾燥を行う。 

2.2 材料 

2.2.1 防せい塗料の種類 

 防せい塗料（以下，“塗料”という。）の種類は，表2による。 

表2－塗料の種類 

番号 種類 注記 

１ ウレタン系樹脂塗料 使用する塗料の性能は，一度塗りで，塗装した塗膜は乾燥時６０

マイクロメーターでなければならない。また，防せい顔料の配合が

３０％以上なければならない。 

 なお，塗色はＮＤＳ Ｚ ８２０１色番号２３１４（ＯＤ色７．５

Ｙ３／１）とし，ウレタン系塗料及びＤＳＰ Ｋ ５２１８の上塗り

が可能でなければならない。 

２ 防せいワックス  各種車両の整備実施規定の塩・湿害防せい要領の防せいワックス

の種類による。  

2.2.2 溶剤 

 塗料の希釈に用いる溶剤は，塗料の規格などで指定したもの又は塗料製造者が指定した溶剤とす

る。 

2.3 塗膜の厚さ 

 塗膜の厚さは，調達要領指定書によって指定する。 

 なお，塗膜の厚さは，電磁式膜厚計，ダイヤルゲージなどで測定する。 

2.4 車両・数量・塗装箇所 

 車両，数量及び車両の塗装箇所は，調達要領指定書によって指定する。 

2.5 塗装実施場所・実施期間 

 塗装実施場所及び実施期間は，調達要領指定書によって指定する。 

 また，指定場所での一部又は全部の塗装が，不能又は困難と判断した場合には，契約担当官等の承
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認を受けて，指定場所以外で塗装を実施することが可能である。 

2.6 従事者の勤務時間 

 従事者の勤務時間は，１日７．７５時間を基準とする。ただし，作業上必要な場合は，検査官等の

指示によって勤務する。 

2.7 部品・副資材 

 部品及び副資材は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の2.9による。 

2.8 外観・機能・性能 

 外観，機能及び性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００

００２の2.12による。 

 

3 品質保証 

3.1 監督・検査 

 監督及び検査は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の3.2による。 

3.2 保証期間 

3.2.1 ウレタン系樹脂塗装の保証期間 

 ウレタン系樹脂塗装の保証期間は，塗装完了日から起算して２年間塗装した塗膜が剥がれてはなら

ない。 

3.2.2 保証対象外 

 保証対象外は，表3による。 

 なお，契約の相手方は，調達要求元と当該部位を確認し，契約の相手方の調査結果を元に判定し保

証対象の可否を判断する。 

表3－保証対象外 

番号 項目 

１ 飛び石等及び摩擦等の物理的な外的要因があった場合 

２ 火災，地震，水害，落雷等による外的要因があった場合 

３ 下地塗料ごと剥がれた場合 

3.2.3 保証による補修作業 

 保証期間内での補修は，調達要求元と場所，時期，補修要領を調整し補修する。 

 

4 その他の指示 

4.1 納入書類 

4.1.1 添付書類 

 契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の5.4.1 a)に示す保証票を車両１両ごとに添付

する。 

4.1.2 提出書類 

 契約の相手方は，この役務で実施した塗装工程，塗料種類ごとの作業時間，人工，塗料使用量，必

要資材及び写真を含めた作業内容報告書を作成し契約担当官等に１部提出する。 

 なお，提出時期及び様式は調達要求元の指示による。 

4.2 官側の支援 

 契約の相手方は，この契約の履行に当たり，契約の相手方自身で行うことができない次によるもの

は，官側の支援を受けることが可能である。 
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a) 対象車両の操作，移動など契約の相手方自身で行うことができず，官側の支援が必要な事項 

b) 官側の保有する施設，設備，機器，電力，用水などの使用及び操作に関する事項 

c) その他契約履行に必要な事項 

4.3 官給品 

 官給品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の5.1に

よる。 

4.4 その他 

 その他は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の7.2，7.4及び7.10による。 

a) 官側の施設などへの立入りなどは，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２の6.2 b)による。 

b) その他，指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

5 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 


